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（事業者による減量等の推進） 

第１０条 事業者は、事業系廃棄物の発生及び排出を抑制するとともに、その事業活動に際し

て再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）第２条第４項

に規定する再生資源をいう。）、再生部品（同条第５項に規定する再生部品をいう。）及び

再生品を使用することにより、並びに物の製造、加工、販売等に際して次に掲げる方法等に

より、廃棄物の減量及び資源の有効な利用に努めなければならない。 

（事業系一般廃棄物の減量計画） 

第１１条 事業用の大規模な建築物その他事業系一般廃棄物を多量に排出すると認められる建

築物で規則で定めるものの所有者（所有者以外に当該建築物の全部の管理について権原を有

する者がある場合には、当該権原を有する者）は、規則で定めるところにより、当該建築物

に係る事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。当

該計画を変更したときも、同様とする。 
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